
 

 

 

 

 

独立行政法人住宅金融支援機構（本店：東京都文京区、理事長：毛利信二）（以下「機構」

といいます。）が民間金融機関と提携して提供している 60歳以上の方向けのリバースモーゲ

ージ型住宅ローン【リ・バース６０】に関して、令和７年８月１日から興能信用金庫（本

店：石川県鳳珠郡能登町、理事長：田代克弘）が【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度

の取扱いを開始することとなりました。北陸地方の地域金融機関としては初となります※。 

金沢市が実施している既存建築物耐震改修工事費等補助金及び被災木造住宅耐震改修工事

費等補助金と併せて本制度が利用できることとなり、同市における高齢世帯の住まいの耐震

化の促進が期待されます。 

【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度は、高齢世帯の耐震改修工事を支援するため、

地方公共団体の耐震改修補助金を受ける方が【リ・バース６０】で耐震改修融資を利用する

場合に、機構が金融機関を通じて利子補給を行うことにより、利用者が無利子または低利子

で【リ・バース６０】を利用することが可能となる仕組みです。 

興能信用金庫、金沢市及び機構は今後も連携して、ご高齢のお客さまの安心で快適な住生

活の実現を目指してまいります。 

※ 日本モーゲージサービス株式会社が令和７年４月１日より本制度の取扱いを開始しています。 

 

 
【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度の取扱いを興能信用金庫が開始 

～金沢市における高齢世帯の住まいの耐震化促進を支援～ 

＜【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度創設の背景＞ 

令和６年１月に発生した能登半島地震において、高齢世帯の割合が多い市町村で旧耐震基準の木造住
宅を中心に多くの被害が発生しました。被災を契機に、地震への安全性の確保の意識が高まっています。 

一方で、高齢世帯は、経済的な制約や相続人がいない等の理由により、耐震改修工事に踏み切れない場
合も多いと考えられ、政府の耐震化目標（令和 12 年までに耐震性が不十分な住宅ストックを概ね解消するこ
と）の達成に向けた課題となっています。 

このような背景から、ご高齢のお客さまの生活資金への負担をなるべくかけずに、耐震性を確保した住宅に移
行できるよう、令和６年度補正予算において、【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度が創設されました。 

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞ 

興能信用金庫 融資部 西前/山根 TEL0768-62-8206 

金沢市 都市整備局 建築指導課 横山/小坂/小柳 TEL076-220-2059 

住宅金融支援機構  北陸支店 営業グループ 古茂田/石崎 TEL 076-233-4254 



 


